
 温室効果ガス排出削減対策セミナー 

 

 排出量取引制度のとりまとめと 
  第２計画期間の制度改正について 

埼玉県 環境部 温暖化対策課 

平成 29 年 2 月 28 日（火） 

資料６ 



 第２計画期間の変更点 

 １ 計画期間の変更 
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５年間  （平成２２年度から平成２６年度） 
４年間  （平成２３年度から平成２６年度） 

第１計画期間 

第２計画期間 

第３計画期間以降 

５年間  （平成２７年度から平成３１年度） 

５年間ごと 

計 画 書 制 度 

取 引 制 度 

計 画 書 制 度 

取 引 制 度 

両 制 度 共 通 

両 制 度 共 通 



 第２計画期間の変更点 

 ２ 目標削減率の変更 
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８％ （第１-①区分（事務所店舗等）） 
６％ （第１-②区分（事務所店舗等（熱受入））、第2区分（工場等）） 

第１計画期間 

第２計画期間 

第３計画期間以降 

検討中     

15％ （第１-①区分） 
13％ （第１-②区分、第2区分） 

※１ 新規事業所は削減率の緩和措置あり（第２計画期間のみ） 
※２ トップレベル事業所は削減率の緩和措置あり 
※３ 計画書制度のみ対象の事業所も目標設定の参考とする 

取 引 制 度 



 第２計画期間の変更点 

 ３ 排出係数等の変更① 
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① 排出係数の変更 
 電気    0.386 → 0.495 （t-CO2/千kWh） 
 高炉ガス 0.0266 → 0.0263（t-C/GJ)  

エネルギー起源CO2排出量算定 

○排出係数変更に伴う調整 
  
 (1)第2計画期間の基準排出量を増量        （H27.3から順次通知済） 

 (2)第1計画期間の超過削減量を増量        （H29年度に実施） 

 (3)第1計画期間の目標未達成による繰越量を増量（H29年度に実施） 

    
   ※ 増量倍率は事業所ごとに違う 
         (2)、(3)の増量倍率 ＝ 第2計画期間基準排出量/第１計画期間基準排出量 

   ※ 県が増量し、事業者へ通知（申請等不要） 
  

計 画 書 制 度 

取 引 制 度 

取 引 制 度 

両 制 度 共 通 



 第２計画期間の変更点 

 ３ 排出係数等の変更② 
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エネルギー起源CO2排出量算定 

② 都市ガスの単位発熱量の変更 
 H28年度からH29年度にかけて一部の都市ガス事業者の単位発熱量が
45MJ/Nm3に変更されます。各事業所は次のとおり算定してください。 
 
 
    
          
 

13A（入間ガス、埼玉ガス、新日本瓦斯、西武ガス、本庄ガス、堀川産業） H28.10~ 
12A（本庄ガス） H28.10~  調整ガス  43.4MJ/Nm3 
            H29.10~   13A       45   MJ/Nm3 
 
※ ガス小売り自由化でGLに無い事業者から購入される場合は導管会社で判断 
※ 熱量の変更で使用量自体が変わるので、基準排出量等の調整はありません。 

計 画 書 制 度 

取 引 制 度 

A事業所、Bﾃﾅﾝﾄ事業所 変更前後の単位発熱量ごとに算定（対応必要） 

B、C事業所 都市ガス事業者を選択して算定  （例年通り） 



 第２計画期間の変更点 

 ３ 排出係数等の変更③ 
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その他の温室効果ガス排出量算定 

第2計画期間から次の点が変更 
（温対法と同様の変更） 
○地球温暖化係数が一部のガスで変更 
○NF3等が算定対象ガスとして追加 

計 画 書 制 度 

取 引 制 度 



 第２計画期間の変更点 

 ４ 特定計量器以外の使用 
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取 引 制 度 

○ 特定計量器を設置していない事業所への緩和措置 
 
 ・ 取引制度対象事業所 
    第１計画期間 特定計量器以外の計量器による実測可 
    第２計画期間 特定計量器以外の計量器による実測は保守的算定をする 
             （使用量は1.05倍し、 
                            事業所外供給量、再エネ自家消費の量は0.95倍する） 
    第３計画期間 検討中 
 
 ・ 取引制度対象外事業所 
    特定計量器以外の計量器による実測を認める 

計 画 書 制 度 

取 引 制 度 

※ エネルギー起源CO2排出量算定における燃料等使用量の把握方法のおさらい 
 
 ・ 購買伝票等による把握 
 ・ 購買伝票等が無い場合は特定計量器での実測値で把握 
 ・ 特定計量器が無い計量器は特定計量器以外での実測値による把握 



 第２計画期間の変更点 

 ５ 大規模事業所の分割・統合① 
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取 引 制 度 

事業所Y（事業者②）基準排出量y 

事業所X2（事業者①）基準排出量X2 大規模事業所X1（事業者①） 
基準排出量x1 

H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 

 ※ 分割部分の実績排出量が基準排出量の6%未満かつ原油換算エネルギー使用量が 
    1000kL未満である場合は軽微な分割として対応は不要とする 

５－１ 大規模事業所の分割 

【取引制度（分割後30日以内）】 
 ○ 事業者②は大規模事業所承継届出書（一部承継）を提出 
【計画書制度（平成30年7月末まで）】 
 ○ 事業者①は事業所X1の一部+X2（赤地部分）を算定し報告 
 ○ 事業者②は事業所X1の一部+ Y（青地部分）を算定し報告 
【取引制度（平成30年7月末まで）】 
 ○ 事業者①、②は基準排出量決定協議書を提出 
    原則、基準年度の各事業所範囲の排出量から決定 

計 画 書 制 度 

（例）H29.9に事業所が分割した場合 

H29.9 
（分割） 



 第２計画期間の変更点 

 ５ 大規模事業所の統合・分割② 
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取 引 制 度 

事業所X2（事業者①） 
基準排出量x2 

事業所X1（事業者①）基準排出量x1 

事業所Y（事業者②）基準排出量y 

H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 

※ 先に大規模事業所となった事業所を存続事業所とする。 

計 画 書 制 度 

５－２ 大規模事業所の統合 

【取引制度（統合後30日以内）】 
 ○ 事業者①は大規模事業所承継届出書を提出 
【計画書制度（平成30年7月末まで） 】 
 ○ 事業者①は事業所X1、Y、X2（赤地部分）を算定し報告 
【取引制度（平成30年7月末まで）】 
 ○ 事業者①は基準排出量決定協議書を提出 
【取引制度（廃止通知後180日以内）】 
知事は承継届出又は決定協議により事業所が一つとなったことを確認したときは、存続事業所では
ない事業所を廃止し、事業者①に通知する。事業所Yの計画期間は平成28年度までとなる。 

 ○ 事業者①は廃止通知後180日以内に事業所Yの削減目標の達成に努める。 

（例）H29.12に事業所が統合した場合 

H29.12 
 （統合） 



 第２計画期間の変更点 

 ６ 大規模事業所の廃止要件 
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取 引 制 度 

廃止の要件 
  ① 事業活動の廃止、全部休止 
  ② 前年度の原油換算エネルギー使用量1000kL未満 
  ③ 前年度までの３か年度の原油換算エネルギー使用量1500kL未満 
 
廃止の手続き 
  ①    廃止届出を届け出るものとする（廃止又は全部休止後30日以内に提出） 
  ②、③ 廃止届出を届け出るものとする（翌年度の７月末まで） 

廃止要件の追加、手続きの一部をできる規定に 

廃止の要件を追加 
  ④ 他の大規模事業所の一部となったとき 
 
廃止の手続き 
  ②、③ 廃止届出を届け出ることができる（翌年度の７月末まで）  
  ④    大規模事業所承継届、基準排出量決定協議で自動廃止 

○改正前 

○改正点 



 第２計画期間の変更点 

 ７ 排出標準原単位の改正 
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取 引 制 度 

基準排出量の決定や変更協議時に
使用することのある排出標準原単位
を改正 
 
○ 排出係数の変更に伴う調整 
 全体的に増加 
 
○ 用途区分の細分化  
 ・データセンター 
 ・食品関係 
 ・理系大学等 
 ・冷蔵倉庫等 

追加 

※ 工場その他上記以外の原単位は事業所
ごとに定める。第１計画期間の変更協議で定
めた事業所も第２計画期間の変更協議では
改めて定める。 



 第２計画期間の変更点 

 ８ 運用管理基準に関する改正 
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取 引 制 度 

基準排出量の決定や変更時に排出量実績を利用する場合には運用管理基準に適合
している必要がある。 
 
〇改正前 
  
 第3者による検証必要 
 
 
〇改正後 
 第３者による検証不要 
  
※適合確認は引き続き必要 
※報告書は県が審査するので、根拠資料を添えて提出すること 

（大規模事業所の基準排出量の決定時の適合確認時、県外クレジットの基準排出量決定時の適合確認時は） 



 第２計画期間の変更点 

 ９ 変更協議の提出期限後の取扱い 
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取 引 制 度 

○ 変更協議書の提出期限 
 

 ・ 実測による算定ではない場合 
    変更要件に該当する変更の生じた年度の翌年度の７月末日（計画書提出）まで 
 ・ 実測による算定を使用または使用見込の場合 
    変更要件に該当する変更の生じた年度の翌々年度の７月末日（計画書提出）まで 
 

○ 提出期限が過ぎた後に提出された変更協議の取扱い 
 

 ・ 基準排出量を増加させる変更協議 
    変更協議提出日を変更日とみなす 
     ⇒ 提出期限を過ぎると不利な取扱いとなるので注意してください。 
 
 ・ 基準排出量を減少させる変更協議 
    実際の変更日までさかのぼる 
 
※ 平成２７年度の変更分は平成２９年７月末日までに提出されれば上記の取扱いはしません 
※ 年度途中の変更があった場合、その年度中に変更協議を提出することもできます。 
※ 協議は長期間にわたる場合があります。変更事項がある場合は早めに相談することをお勧めします。 



 第２計画期間の変更点 

 10 高効率機器等の利用に関する特例 
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取 引 制 度 

○ 高効率機器（高効率コージェネレーションシステム、高効率空調）の自家利用 
 
 ・ 高効率コージェネレーションシステムの自家利用 
   第１計画期間  年度排出量を削減する量 （検証必要） 
   第２計画期間  未達成時に目標達成に利用できる算定量（検証不要、0.5倍） 
   第３計画期間  無し 
 
 ・ 高効率空調の自家利用 
   第１計画期間  未達成時に目標達成に利用できる算定量（検証不要） 
   第２計画期間  未達成時に目標達成に利用できる算定量（検証不要、0.5倍） 
   第３計画期間  無し 
 
 
○ 高効率コージェネレーションシステムで発生した熱、電気を受け入れた場合の特例 
   第２計画期間  年度排出量を削減する量（検証必要） 
 
 
※ あらかじめ供給事業者が県から高効率コジェネの要件適合確認を受けたことを証する高効率コジェネ確認書が必要。 

計 画 書 制 度 

取 引 制 度 

取 引 制 度 

計 画 書 制 度 



 第２計画期間の変更点  －口座手続きの簡素化 

 １ 知事による指定管理口座の開設 
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改正前 

大規模事業者の申請に基づき、開設 

改正後 

大規模事業所になった際、知事が開設（申請不要） 

指定管理口座・・・大規模事業所の削減状況を記録する口座 

  

  ＜口座開設が必要な者＞ 大規模事業所を有する事業者（大規模事業者） 

●指定管理口座の開設手続きが不要になります。 

取 引 制 度 



 第２計画期間の変更点  －口座手続きの簡素化 

 ２ 知事による超過削減量の発行 
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改正前 

大規模事業者の申請に基づき、指定管理口座に超過削減量を発行 

改正後 

知事が指定管理口座に超過削減量を発行（申請不要） 

 
※発行は、計画期間終了後、目標達成が確認された（基準排出量確定、排出量検証等が全て終了） 後に行われます。 
※計画期間の途中に超過削減量の発行を行う場合は、申請が必要です。 

超過削減量・・・大規模事業所が削減目標量以上に削減したときに発行できるクレジット 

●超過削減量の発行手続きが原則不要になります。 

取 引 制 度 



 第２計画期間の変更点  －口座手続きの簡素化 

 ３ 知事によるクレジットの充当 
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改正前 

大規模事業者の申請に基づき、充当を行う 

改正後 

以下のタイミングで知事が必要量を充当する（申請不要） 

 
（１）一般管理口座から指定管理口座にクレジットを移転したとき 
（２）指定管理口座にクレジットが存在しているが、充当期限までに申請がされないとき 
 
 ※充当期限・・・目標達成の期限（通常は平成33年9月末）の30日前 

充当・・・自力削減不足となった大規模事業所が目標達成をするために、指定管理口座内のクレジットを 

     知事の管理口座に移す行為 

●クレジットの充当手続きが原則不要になります。 

取 引 制 度 



 第２計画期間の変更点  －口座手続きの簡素化 

 ４ クレジットの公表について 
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改正前 

・クレジットを発行する際には、届出が必須 
・口座に発行したクレジット情報等を希望にあわせて公表 

改正後 

・クレジットの保有情報等を公表したい場合（もしくは、公表の有無を変更したい場合）に 
 届出を行う。 
・口座に保有されているクレジット情報等を希望に合わせて公表 
 

 ※ 初めてクレジットを保有する口座で当該届出がされない場合は、全事項非公表と取扱います。 

振替可能削減量等の保有情報等の公表について（届出） 
 ・・・クレジットを発行（保有）する名義人の氏名、クレジットの種類、量などを希望により公表するための届出 

   公表を希望した項目は、県のHPで公表される 

● 「振替可能削減量等の発行（保有）等に係る情報の公表について」の 

  届出の提出を任意化し、保有量に係る情報の公表を行います。 

取 引 制 度 



制度に関するお問い合わせ 

 

    埼玉県 環境部 温暖化対策課 
 

    計画制度・排出量取引担当 

 

     TEL : 048-830-3044, 3049 
 

     FAX : 048-830-4777 
 

           E-mail : a3030-03@pref.saitama.lg.jp 

                             エル・ジー 

  


